
 

   ワンズオフィス社労士事務所・ワンズライフコンパス株式会社 社労士大関ひろ美 

〒151-0064 東京都渋谷区上原 1-17-3-101  TEL 03-6677-9717 

 

Ⅰ．社員の病気治療と仕事の両立支援 

① 治療と仕事を両立している人は高齢化などで増加傾向 

安全衛生法に基づく一般健康診断で、脳・心臓疾患につながるリスクがある血圧や血中脂質などに

おける所見がある人は、平成 26 年は 53％にのぼるなど、疾病のリスクを抱えて働く人は増加傾向

です。 

また、仕事をしながら、がんで通院する人の数は 32.5 万人に上っています。(平成 22 年国民生活

基盤調査による) 

② 法令などで注意しておくこと 

安全衛生法では、事業主は、健康診断の実施および医師の意見を勘案し、必要があると認めるとき

は就業の措置（就業場所の変更、作業内容の転換、労働時間の短縮、深夜業回数の減少な

ど）を行う義務があり、日常生活面での指導、受診勧奨等を行う努力義務もあります。 

③ 主治医や産業医との連携が必要になるとき 

治療と仕事の両立を考えるにあたっては、社員の状況を主治医や産業医等（以下は主治医等とい

います）と情報をやり取りするケースが想定されます。これは社員の個人的な情報をやり取りするため

に、情報提供に関して社員が同意をしていることが前提になります。 

事業主は、社員が担当する職務に関する情報を主治医等に伝えて、それを受け取った主治等は就

労にあたって必要な措置を意見します。 

特に、治療後に職場復帰をした後に経過が悪い時や障害が残る場合は、主治医等と情報をやりとり

しながら就業との両立の措置をとる必要があります。 

 

「事業場における治療と仕事の両立のためのガイドライン」（厚生労働省作成こちらから閲覧）には

主治医等と連携する時の書式例がありますので、自社にあうように加除訂正して利用できます。 

Ⅱ．6月を終えて定額減税の雑感 企業の 7割が事務負担感 

物価高への対策として、2024 年の所得税及び住民税の定額減税が始まっています。対象となる

人で給与所得を得ている人は、 

・所得税は、６月の給与や賞与から所得税の減税があります 
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・住民税は 6 月の給与で天引きはなく、年間税額から１万円の定額減税後の 11 分割した住

民税額が 7 月から特別徴収されます。 

 

6 月 14 日に株式会社帝国データバンクが発表した＜緊急調査＞定額減税に関する企業の影響

アンケートでは、全体の 66.8％が定額減税の事務負担について「負担感がある」と回答しました。一

方で負担感がないとした企業は 9.7％にとどまっています。 

 

企業規模別では、大企業が 68.3％で、中小企業の 66.8％や小規模な企業の 62.8％と比較す

ると、わずかながら負担感が高いようです。中小企業は定額減税の所得税減税に関連する給与シ

ステム変更等を自社で行わず、市販の給与ソフトを使用するか、計算を外部委託していることが負

担感をおさえられていると思われます。 

また、事前の扶養状況の確認作業は、企業規模にかかわらず負担が大きかったと思います。 

 

当方が給与計算代行をしている企業様は、６月までに扶養状況の再確認にご協力いただきありが

とうございました。また、給与ソフトを使用していますので計算実務の作業の多くは給与ソフト更新によ

って、年末調整までの実務が進む予定です。 

 

令和 6 年度税制改正の大綱（令和 5 年 12 月 22 日閣議決定）では、定額減税の規模は

3.3 兆円で、月別にみると 6 月に減税が行われる対象者が多くなります。当人の所得減税額よりも

６月の給与や賞与の所得税額が少ない場合は、残りの所得減税額が 7 月から 12 月までの中で

減税されます。 

 

大和総研の試算（令和 6 年 6 月 14 日）では 6 月中に 1.65 兆円の定額減税が実施されると

のことです。 

また、定額減税の減税額と政策要因によるエネルギー代の増加額を比較試算すると、幅広い世帯

で減税額がエネルギー代の増加を上回ります。特に減税額の恩恵が高いのは、所得水準が低く子

育て世代を中心とした世帯人数が多い世代となるようです。 

減税の効果が消費活動にまわっていくでしょうか。皆様の実感はいかがでしょうか。  

Ⅳ．7月の事務トピックス 

① 社会保険算定基礎届 

2024 年 4 月～6 月の３か月間に支払った賃金で標準報酬月額を算定し 7 月 1 日から 10 日

までに年金機構へ届出をします。標準報酬月額が変わる人は 9 月から改定になります。保険料を

翌月に天引きしている企業は 10 月の給与天引き保険料から変更します。 

   事務を当方へ委任されている企業様には、算定基礎届の届出内容を事前にお知らせしましたので

受付が完了して確認通知が出ましたら後ほどお渡しします。 


